
 

令和 6年 5月 7日 

公益財団法人東京観光財団 

 

令和６年度民間企業とのジョイントプロモーション事業に係る 

第１回共同事業者選定実施要領 

 

１ 目的 

東京都と公益財団法人東京観光財団（以下「TCVB」という。）は、海外から東京を訪

れる旅行者の更なる増加に向け、海外において都内民間事業者と連携した外国人旅行者

誘致事業を展開している。 

また東京都は、東京の魅力を効果的に海外に発信するためのアイコン及びキャッチフ

レーズ(以下「アイコン」という。)を活用した海外向け PRを実施している。 

本事業は、海外において東京の魅力を効果的に発信すること及び東京の観光資源を訴

求することで旅行地としての東京の認知度向上と訪都意欲を喚起し、外国人旅行者を増

加させることを目的に、都内民間企業と連携して現地一般市民を対象とするプロモーシ

ョンを展開するものである。 

ついては、より効果的なプロモーションを実現できる共同事業者を選定するため、プロ

ポーザル方式で共同事業者を募集し、各事業者の適格性等を審査する（以下「企画審査会」

という。）。 

 

２ 内容 

募集要項のとおりとする。 

 

３ 東京都及び TCVB の事業費負担上限額（消費税等諸税は負担対象としない） 

１社あたり金１０，０００，０００円 

※総事業費は１社あたり１０，０００，０００円以上 

 

４ 連携期間 

令和６年７月５日（金）～令和７年３月３１日（月）まで 

 

５ 選考について 

選考については以下の手順及び日程で行う。 

（１） 質問の受付期間 

令和６年５月７日（火）から５月２１日（火）正午 

「質問票」（様式１）に質問事項を記入し、TCVB担当者へ電子メールで送付するこ

と。 

※口頭や上記以外の方法による質問は一切受け付けない。 



 

※別紙１よくある質問集を確認すること。 

（２） 質問への一斉回答 

令和６年５月２３日（木）までに、主な質問への回答について、財団ホームページ

のお知らせ欄（件名：「令和６年度「民間企業とのジョイントプロモーション事業

募集」のご案内（第一回）」）に掲載する。 

※参加者から質問票の提出がなかった場合、掲載は行わない。 

（３） 応募受付期間 

令和６年５月２４日（金）～令和６年６月１２日（水）正午 

（４） 応募申請書（様式２）、企画提案書及び見積書の提出締切 

令和６年６月１２日（水）正午 

TCVB担当者へ電子メールで提出すること。 

（５） 一次審査（形式要件審査） 

 令和６年６月１３日（木） 

（６） 一次審査（形式要件審査）結果通知 

  令和６年６月１８日（火） 

審査で問題なかった応募者に二次審査（企画審査会）の日時を通知する。 

（７） 二次審査（企画審査会）の開催 

  令和６年６月２４日（月） 

（８） 審査結果の通知 

  令和６年７月３日（水）までに行う。 

 

６ 応募に必要な提出物と提出方法 

（１） 提出書類 

対象市場を明記し、以下の資料を作成すること。 

 

ア 応募申請書（様式２） 

イ 企画提案書 

企画提案書の書式は A４版横とし、表紙含め２５ページ以内とする。 

企画提案書のタイトルは「令和６年度民間企業とのジョイントプロモーション

事業」とすること。以下の項目に従い作成すること。 

① 会社概要 

② 事業コンセプト、PR手法 

（実施するプロモーションを箇条書きで記載すること。自社が保有する広

告媒体、人材及び設備等のインフラを活用した提案とすること。） 

      ③  提案市場における応募者の事業展開状況（例：対象市場参入年数、マーケ

ットシェア、外形的な情報等）及び今後の展開予定 

④ スケジュール 

https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0507_6016/index.html
https://www.tcvb.or.jp/jp/news/2024/0507_6016/index.html


 

ウ 見積書（広告効果換算額及び総事業費見積り額） 

① 広告効果換算額 

事業の実施によって生まれる広告効果の換算額を内訳と共に示すこと。 

② 総事業費見積り額 

事業の実施に伴って発生する費用（人件費等の一般管理費、食費等事業実

施に直接関係のない費用*及び消費税等諸税は東京都及び TCVB の負担対象

から除く。）の見積額を内訳と共に示すこと。 

なお、自社の保有するインフラを活用した場合、それらの販売換算額を総

事業費に換算してよい（例：自社媒体や店舗での広告掲出、運営する施設

の場所提供等）。その際には、換算の根拠となる資料も合わせて提出するこ

と。 

*人件費について、一般管理費等ではない専門的な人件費（例：当該事業実

施にあたり、外注しなければ賄えない専門的な人件費）であれば、補助対象

とする。また、イベント等で提供する飲食費は必要不可欠と認められる場合

のみ事業費に含めることが可能。 

補助対象の範囲については、採択後、事前に TCVBと協議すること。 

③ 海外調達等で非課税となる項目についてはこれを明記し、企画提案書の項

目別の内訳（課税対象分、非課税対象分）及び見積総額を入れ込むこと。 

※見積書に記載の総額は、消費税等諸税を含んだ金額とすること。 

（２） 提出方法等 

ア 提出方法 

TCVB担当者へ電子メール（PDF）で提出すること。 

   イ 提出物の宛先 

     宛先は「公益財団法人東京観光財団理事長宛」とすること。 

（３） 注意事項 

提出期限までに全ての提出物が届かない場合は、企画提案を辞退したものとみな

す。 

（その場合においても、追って辞退届（様式３）の提出を行うこと。） 

 

７ 企画審査会の実施場所及び実施時間等 

（１） 実施日 

令和６年６月２４日（月）予定 （時刻については別に定める） 

（２） 実施場所 

オンライン会議（ZOOM 等）（予定） 

使用するオンライン会議システムについては別途通知する。 

（３） 実施方法 

応募者によるプレゼンテーションとする。 



 

実施日時の詳細については、一次審査（形式要件審査）通過者に個別に連絡する。 

（４） 参加可能人数 

各社３名以内とする。 

 

８ 選考方法 

TCVB が別途定める「令和６年度民間企業とのジョイントプロモーション事業に係る共

同事業者選定企画審査会実施要領」に基づき選考を執り行う。評価基準については、下

記のとおりとする。 

（１） 一次審査（形式要件審査） 

以下すべての項目を満たす提案を審査通過とし、二次審査参加可能とする。 

① 応募者について 

  ・東京都及び TCVB と連携して事業を展開することが可能な、都内に事業所を持つ

企業、団体、その他法人等か。 

② 提案内容について 

  ・自社が保有する広告媒体、人材及び設備等のインフラを活用する提案となっている

か。 

・海外対象地域における現地一般市民に対する事業提案となっているか。 

・令和７年３月上旬までに事業が完了するスケジュールとなっているか。 

・総事業費は 10,000,000 円以上となっているか。 

③ その他 

・事業の実施にあたって、国・都・その他行政による補助金・支援金等及び民間事業

者による協賛金等が支給されていないか。 

  ・共同事業者選定実施要領６（１）の提出書類・記載事項に不足がないか。 

（２）二次審査（企画審査会） 

以下の項目について、企画審査会において審査を行う。 

①提案内容 

   ・ 事業趣旨を十分に理解した提案となっているか。 

   ・ 対象市場における事業実績が十分あり、また現地で必要なインフラ、ネットワー 

クを有する等、実現性が高い内容となっているか。 

   ・ 提案内容の独自性、話題性があり、東京都単独実施の場合と比べてより多様な媒

体等で広範に東京の観光情報を発信し、多くの一般市民の訪都意欲を喚起する内

容となっているか。 

   ・プロモーションの効果は十分に期待できるものか。 

   ②価格の妥当性 

   ・プロモーションの内容に対し、広告効果換算額が妥当であるか。    

・総事業費が妥当であるか。 

③実施体制、実施スケジュール 



 

・事業全体の運営・管理体制は適正かつ効果的に履行できる体制になっているか。 

・事業全てが計画的且つ迅速に進められるスケジュールとなっているか。 

・対象市場における類似活動実績があるか。 

 

９ 選考結果の通知について 

全ての応募者に対し、選考結果を電子メール（「選考結果について」文書を添付）にて

通知する。 

なお、審査内容に関わる質問については一切受け付けない。 

 

１０  選定された企画提案者の責務 

選定された企画提案者は、別途 TCVBと協定を締結するものとする。 

 

１１  その他 

（１） 企画提案応募に係る費用については、全て応募者の負担とする。 

（２） 応募書類等に関しては一切返却しない。 

（３） 採択された企画提案書を基に、TCVB と共同事業者との協議の上、事業内容を決

定する。本業務の目的達成に資するものと TCVBが認めた企画提案内容について、

上限額の範囲内において共同事業者と協議の上、事業内容の一部変更を行うこと

ができるものとする。 

 

１２  本件の問い合わせ先 

公益財団法人東京観光財団 観光事業部 

（担当：村田 a.murata@tcvb.or.jp、秋山 akiyama@tcvb.or.jp 

小西 konishi@tcvb.or.jp） 

〒162－0801東京都新宿区山吹町 346番地 6 日新ビル 6階 

電話：03-5579-2683 

 

以上 
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